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丹波篠山市ワクチン専用コールセンター　☎590-2205（健康課内）／
健康課　☎594-1117
（受付時間：平日8時30分～ 17時15分）

接種スケジュール

※掲載の情報は2月9日現在のものです。最新の情報は市ホームページをご覧ください。

５～ 11歳の新型コロナワクチン接種
（１・２回）

新型コロナワクチン
接種情報

問い合わせ
社会福祉課　☎552-7101

子育て世帯対象の各種給付金

２回目接種終了月 接種券送付予定時期 接種予定時期
令和３年　８月の方 ２月末 ３月中旬
令和３年　９月の方 ３月末 ４月中旬
令和３年１０月の方 ４月末 ５月中旬
令和３年１１月以降の方 ５月末 ６月中旬

申請お忘れなく
　新型コロナウイルスの感染拡大により
影響を受ける子育て世帯を支援するた
め、各種給付金を支給しています。申請
が必要な支給対象者でまだ申請をされて
いない方は、申請期限までに必ずご申請
ください。
※�申請済の方、申請不要で給付金をすで
に受給されている方は申請しても受給
できません。

住民税非課税世帯などへの臨時特別給付金

対象者　①または②に該当する世帯
　　　　①住民税非課税世帯
　　　　　�世帯全員の令和３年度分の住民税均等割

が非課税である世帯
　　　　※�なお、住民税均等割が課税されている者

の扶養親族などのみからなる世帯を除く。
　　　　②家計急変世帯
　　　　　�①に該当する世帯以外で令和３年１月以

降の収入が新型コロナウイルス感染症の
影響を受けて減少し、世帯の全員が住民
税非課税相当となった世帯（右表）

申　請　�①に該当する世帯には２月上旬に確認書を
送付しています。確認書に必要事項をご記
入の上、ご返送ください。確認書を受け付
けた世帯から順次、世帯主名義の口座へ振り
込みます

　　　　※５月11日（水）までに申請が必要です。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた住民税非課税世帯などへ
1世帯当たり10万円を給付します

　　　　�②に該当する世帯は、郵送で申請書（下記の
窓口に備えつけています。市ホームページに
も掲載）と添付書類（給与明細書や年金振込通
知書などの収入額が分かる書類、事業収入、
不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類
など）を下記の窓口へ提出してください

　　　　※９月30日（金）までに申請が必要です。

問い合わせ　　　住民税非課税世帯等臨時特別給付金室　☎554-3101

非課税相当額限度額早見表
家族構成例 収入限度額 所得限度額
単身・扶養なし � 93.0万円 � 38.0万円
計１人扶養 137.8万円 � 82.8万円
計２人扶養 168.0万円 110.8万円
計３人扶養 209.7万円 138.8万円
計４人扶養 249.7万円 166.8万円

障害者、未成年者、
寡婦、ひとり親 204.3万円 135.0万円

　国の３回目接種の前倒しに伴い、下記のスケジュールで「接種
券一体型予診票」を送付します。接種券が届き次第、内容をご確
認の上、接種予約をしてください。

⃝使用するワクチンについて
　ファイザー社製ワクチンかモデルナ
社製ワクチンを使用します。国から市
に供給されるワクチンは、ファイザー
社製ワクチンとモデルナ社製ワクチン
が同程度ですので、ほとんどの医療機
関が両ワクチンを使用しています。
　１、２回目接種とは異なるワクチン
を使用する「交互接種」の場合でも、十
分な効果と安全性が確認されています。

　国では、5～ 11歳の子どもへの新型ワクチン接種を3月以降
に開始する方向で手続きが進んでいます。市も準備を進めてい
ますが、開始時期などは市ホームページなどでお知らせします。

項　目 内　容
接種費用 無料
接種回数 ２回
接種場所 調整中

使用するワクチン ファイザー社製（小児用）

⃝ワクチンの副反応について
　３回目接種後の副反応は、いずれの
ワクチンも、２回目と同様の症状が見
られますが、モデルナ社製ワクチンに
ついては２回目と比べて、発熱などの
症状が少ないことが報告されています。

⃝県の大規模接種会場について
　兵庫県では、県民を対象にモデルナ
製ワクチンを使用した大
規模接種を行っています。
詳しくは県のホームペー
ジで確認ください。

ー副反応などの専門的な相談窓口ー
県新型コロナワクチン専門相談

☎0570-006-733（9:00 ～ 21:00）

⃝低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
　①ひとり親世帯分
　�支給対象者＝児童扶養手当受給者など　支給額＝児童１人につ
き５万円　申請期限＝２月28日（月）
　②ひとり親以外の子育て世帯分
　�支給対象者＝非課税の子育て世帯など　支給額＝児童１人につ
き５万円　申請期限＝３月15日（火）
⃝令和３年度子育て世帯への臨時特別給付金
　�支給対象者＝高校生までの児童を養育中の方（公務員含む）など
支給額＝児童１人につき10万円　申請期限　３月31日（木）
　※ただし、新生児を養育している方の申請期限は未定です。

　　制度の詳細は、ホームページでご確認ください。
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